
那 覇 市公 告 第  539号
令 和 6年  10月 4 日

令和 6年 度 校務用 コンピュー タ機器 等 の賃貸借契約 の

制限付一般競争入札 の実施 について

地方 自治法 (昭 和 22年 法律第 67号 )第 234条 第 1項 及び地方 自治法施

行令 (昭 和 22年 政令第 16号 )第 167条 の 5の 規定に基づ き、制限付一般

競争入札 を実施す るので、那覇市契約規則 (平 成 26年 那覇市規則第 59号 )

第 4条 第 1項 の規 定 に よ り、次 の よ うに公 告 す る。

那覇市長   知念

1 入札に付す る事項

(1)件   名 :令 和 6年 度 校務用 コンピュー タ機器等 の賃貸借 契約

(2)数   量 :別 添 「機器 明細書」 の とお り

(3)納 入場所 i別 添 「機器 明細書」の とお り

(4)仕   様 :別 添 「機器仕様 書」 の とお り

(5)機 器導入の内容:別 添 「導入機器概要」の とお り

(6)納 入期限 :令 和 6年 12月 31日

(7)契 約期間 :令 和 7年 1月 1日 ～ 令和 11年 12月 31日 (60ヶ 月 )

(那 覇市長期継続 契約 を締結す ることがで きる契約 を定 め

る条例第 2条 第 1項 に基づ く長期継続契約 )

(8)契 約方法 :那 覇 市長 、落札者及 び リー ス会社 の 3社 による賃貸借契

約 とす る。

(9)導入機器 の他 、導入機器概 要及 び各仕様 書 に示 され てい る、各種費

用 (導 入設置、設 定、廃棄 、操作説 明等 )を 全 て含 めて入札 に臨む こ

と。

(10)入 札及び契約 においては、各年度 にお け る長期継続契約 の経費 の範

囲内で契約 を締結 又 は継続す る もの で ある。 また、予算 の減額又 は

削除 による契約 の変更又は解除の場合 が ある。

2入 札 参 加 資 格 要 件

入 札 公 告 日 か ら 開 札 日 ま で (要 件 ご と に 基 準 日 が 定 め ら れ て

い る 場 合 は 、 当 該 定 め ら れ た 基 準 日 )の 間 、 次 に 定 め る 資 格 を

全 て 満 た す こ と 。

晏覇

(1)地 方 自治法施行令 第 167条 の 4第 1項 に定める者 に該 当 しない こと



(5)

(6)

(2) 地方 自治法施行令第 167条 の 4第 2項 各号のいずれ かに該 当す ると

認 め られ た者 にあつては、入札参加停止期 間 を経過 してい ること。

営業 に関 し法令上資格 等 を必要 とす る場合であっては、それ らの資

格等 を有 してい ること。

令和 6年 4月 1日 において、引き続 き 2年 以上同種 の営業 を営んで

お り、 かつ、入札時において引き続 き営業 してい るこ と。

市町村税 並び に消費税及 び地方 消費税 を滞納 していない こ と。

代表者 又 は役員、代理 又 は媒介 をす る者 その他 の関係者 が次のいず

れ に も該 当す ること。

(3)

(4)

ア 暴力 団 (那 覇市暴力団排 除条例 (平 成 24年 那覇市条例第 1号。以下

「暴排条例」 とい う。)第 2条 第 1号 の暴力団 をい う。以下同 じ。 )

の関係者 又は暴力団員 (暴 排 条例第 2条 第 2号 の暴力 団員 をい う。

以下 同 じ。)で ない こ と。

イ 暴―力 団又 は暴力団員 の統制下 にない こ と。

ウ 暴力 団及 び暴力 団員 と社会的 に非難 され るべ き関係 を有 してい な

い こ と。

(7)那 覇 市 内に本店又は支店等 を有 してい るこ と。

3入 札 参 加 資 格 審 査 申請

制 限 付 一 般 競 争 入 札

札 参 加 資 格 審 査 申 請 書

う ち 必 要 な 書 類 を 添 付

い 。 た だ し 、 本 市 法 制

物 品 購 入 等 入 札 参 加 資

「登 録 業 者 」 と い う。)

を 免 除 す る 。

な お 、 公 告 に 定 め る

い 者 、 又 は 入 札 参 加 資

た 者 は 、 当 該 入 札 に 参

に 参 加 し よ う とす る 者 は 、 (様 式 1)「 入

兼 入 札 参 加 申 請 書 」 に 次 に 掲 げ る 書 類 の

し、 こ れ を 市 長 に 提 出 しな け れ ば な らな

契 約 課 が 管 理 す る 「令 和 6・ 7年 度 那 覇 市

格 者 名 簿 」 に 登 録 され て い る者 (以 下

は 、 第 2号 か ら第 13号 ま で の 書 類 の 提 出

日 ま で に 申 請 書 及 び 添

格 要 件 を 満 た して い な

加 す る こ と が で き な
'い

書 類 を 提 出 しな

こ と が 確 認 され

付

ヤ`

(1)

(2)

(様 式 1)入 札 参 加 資 格 審 査 申請 書 兼 入 札 参 加 申請 書

(様 式 2)情 報 通 信 機 器 整 備 に係 る取 引 実 績 表

(令 和 6年 4月 1日 ま で の 直 近 2年 分 (契 約 額 2,000万 円 以 上 )の

実 績 )

(様 式 3)社 屋 (店 舗 )の 写真 等

(様 式 4)誓 約 書

(様 式 5)使 用 印 鑑 届

印 鑑 証 明 書

(3)

(4)

(5)

(6)



(7)市 町村税納税 証明書 (滞納 のない証 明書 )

(8)消 費税納税 証 明書 (滞 納のない証 明書 )

(9)財 務諸表 (貸 借 対 照表 、損益計算書 )

(10)定款 (法 人のみ )

(11)登 記事項証明書

法人 i履 歴事項全部証明書

個人 :登 記 されていない ことの証 明

(12)身 分証明書 (個 人のみ )

(13)官 公需適格組合証明書及び組合員名 簿 (官 公需適格組 合 のみ )

(14)そ の他市長 が必要 と認 める書類

※印鑑証 明書や 登記 事項証明書等 の各 証 明書 は、 1カ 月以 内に発行 され

た ものを提 出す るこ と。

4契 約条項 を示す場所  那覇市立教育研究所ホームペー ジ内

5申 請 方 法

(1)申 請 期 限 令 和 6 年 10 月 16 〔水 )年 後 3 隣 求 で

(2)申 請先   那覇市教育委員会 教育研究所

(3)申 請方法

① 登録業者

(様 式 1)「 入札参加資格審査 申請書兼入札参加 申請書」をメールに

て 申請 し、原 本 を郵 送 又 は入 札 時 に持 参 す る こ と。メ ー ル 送 信 後 は 、

必ず教育研 究所へ確認 の電話 をす る こと。

② 登録業者以外

(様 式 1)「 入札 参加 資格審査 申請 書兼入札参加 申請 書」をメール に

て 申請 し、期限 までに (10/16 必 着 ) 申請 書 (原 本 )及 び 関係 書類 を

添 えて郵送又 は持 参す ること。メール 送信後は、必ず教 育研究所へ確

認 の電話 をす るこ と。

6入 札 の 日時 な ど

(1)日 時 令 和 6 年 10月 18 (金 )午 10 時

(2)場 所   那 覇 市 立 教 育 研 究 所  会 議 室

(那 覇 市 宇 大 道 146-1 大 道 小 学 校 敷 地 内 2階 )

(3)入 札 時 提 出 書 類

ア 入 札 書 (本 市様 式 )

イ 代 理 人 が入 札 す る場 合 に あ つ て は 委 任 状 (本 市 様 式 )

ウ 登 録 業 者 の うち 、「 (様 式 1)入 札 参 加 資 格 審 査 申請 書 兼 入 札 参加 申

請 書 」 原 本 を未 提 出 の者 は 、 そ の原 本 を提 出す る こ と。

※様 式 につ い て は 、 那 覇 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ リダ ウ ン ロー ドす る こ と。



(4)入 札書 の記 載方法

入札書 には、 当該 契約期間の総賃貸借 契約の金額 (60ヶ 月分 )の 見

積 もつた金額 の 110分 の 100に 相 当す る金額 を記載す るこ と。 この金

額 に 100分 の 10に 相 当す る金額 を加 算 した金額 (こ の金額 に 1円 未満

の端数 が生 じた時 は、その端数金額 を切 り捨て る。)が 契約金額 となる。

7入 札保証金

入 札 金 額 の 100分 の 5以 上 とす る 。 た だ し、 那 覇 市 契 約 規 則 第

8条 の 第 1項 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 免 除 とす る。

8契 約 保 証 金

契 約 金 額 の 100分 の 10以 上 と す る 。 た だ し 、 那 覇 市 契 約 規 則

第 30条 の 第 1項 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 免 除 す る 。

9入 札の無効 に関す る事項

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1)入札 に参加す る資格のない者 が した入札

委 任 状 を持 参 しな い代 理 人 が した入 札

入 札 書 が 所 定 の 日時 ま で に提 出 され な い 入 札

同一 事 項 につ い て 、 2通 以 上 の入 札 書 が 提 出 され た 入 札

入 札 者 が 他 の 者 の 代 理 を兼 ね 、 又 は 代 理 人 が 2人 以 上 の者 の代 理 を

して な した 入 札

連 合 そ の 他 不 正 行 為 に よ つ て な され た と認 め られ る入 札

入 札 書 の 表 記 金 額 を訂 正 した入 札 、 又 は ¥マ ー ク の記 載 が な い 入 札

入 札 書 に記 名 押 印 を欠 い た 入 札

(9)誤 宇 、脱宇等 に よ り意思表示が不明瞭 で判読できない入札

(10)入札書の 日付 を欠いた入札 、又 は入 札 の年月 日と合 わ ない入札

(11)鉛 筆等容 易 に消去可能 な筆記用 具 を使用 した入札

(12)再 度入札 (2回 目 B3回 日の入札 )の 前 の入札 に不が加 の者 が した

入札

(13)郵 送 による入札

(14)そ の他入札 に関す る条件 に違反 した入札

10落 札者 の決定の方法

(1)予 定価格 以 内で最低価格 を もつて有効 な入札 を した者 を落札者 とす

る。

(2)同 額 の入札 を行 った入札参加者 が 2者 以上い る場合 は、 く じにより

落札者 を決 定す る。
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(3)落 札者 は、提示 した契約書の内容 で契約す ることを条件 とす る。

11賀 間の方法 日回答

(1)質 問 の方法

(別 紙①)質 問書 に質 問内容 を記載 し、教 育研究所 にメール にて提 出

す るこ と。 メール送信 後、必ず、確認 の電話 をす るこ と。

(2)質 問期限

令 和 6年 10月 11日 (金 )午 後 3時 まで

(3)質 問 に対す る回答

令和 6年 10月 15日 (火 )午 後 3時 までに、教育研究所 のホームペ

ージに回答 を掲載す る。

12同 等品の確認方法 日回答

(1)同 等 品確認 の方法

同等 品確認 明細 書 に内容 を記載 し、 同等 品の仕様 が確 認 で きるカタ

ログ等 の写 しを添 えて、教育研究所 にメール にて提 出す るこ と。メール

送信後、必ず 、確認 の電話 をす るこ と。      ,
同等 品確認 明細書 は、全て基準 品で あつて も提 出す る こ と。

(2)提 出期限

令 和 6年 10月 11日 (金 )午 後 3時 まで

(3)同 等 品確認 に対す る回答

令和 6年 10月 15日 (火 )午 後 3時 までに、同等 品確 認 明細書 を提

出 した業者 に対 し、 メール にて回答 をす る。

提携 予定 リー ス会社 の報告

(1)提 携 す る リー ス会社 を設定 して事 前 に メール にて 「提携 予定 リース

会社 の報告」 を提 出 し、原本 は郵送 又 は入札時に持参す る こと。

リー ス会社 は那覇 市 の登録業者 (法 制 契約課の入札参加 資格者名簿 )

の中か ら選定す る こ と。

(2)提 出期限

令和 6年 10月 16日 (水 )午 後 3時 まで

13

お 問 い 合 せ 先

那 覇 市 立 教 育 研 究 所  情 報 支 援 グル ー プ

担 当 :森 田、 浅 岡

TEL:098-917-3441 F AX 1098-886-7043
メーール  : johoshien@naha― c.nahaken― okno ed.jp


